
（平成２２年２月１０日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

国民年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 7 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 5 件

年金記録確認熊本地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



熊本国民年金 事案 507 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 59 年４月から 60年 12月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨等 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57年１月から 58年 12月まで 

             ② 昭和 59年３月から 60年 12月まで 

    結婚前は国民年金保険料を納付していなかったが、結婚後、２、３年分

の納付書が送られてきたので、妻が二人分の毎月の保険料と一緒に私の過

年度分の未納となっていた保険料をさかのぼってＡ町役場で納付した。 

    申立期間の国民年金保険料を納付したことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の妻が申立人と妻の二人分の現年度国民年金保険料を納

付するとともに、送付されてきた２、３年分の過年度保険料の納付書により

過年度保険料をＡ町役場で納付したと主張しているところ、申立期間②のう

ち、昭和 59年４月から 60年 12月までの保険料については、国民年金手帳記

号番号が払い出されたと推認される 61 年３月及び同年４月にそれぞれ 59 年

１月分及び同年２月分の過年度保険料を納付していることが確認できる上、

納付したとする保険料額が当該期間の保険料とおおむね一致しており、申立

期間当時、Ａ町では保険料の未納者に対して納付書を送付し過年度保険料の

収納等の措置を講じていたとしていることなどから申立人の主張に不自然な

点は見当たらない。 

   また、申立人の国民年金保険料を納付していたとする妻の当該期間の保険

料は納付済みとなっている上、申立人に係る申立期間以後の期間及び妻の保

険料に未納は無いことなどから申立人の妻の納付意識は高かったものと考え

られ、当該期間の保険料に還付・充当の記録も無いことから、申立人の保険

料は納付されていたものと考えられる。 



   一方、申立期間①の国民年金保険料については、国民年金手帳記号番号の

払出しが昭和 61 年３月ごろと推認され、この時点では、時効により保険料を

納付できなかったものと考えられる上、申立人に対して別の国民年金手帳記

号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   また、申立期間②のうち、昭和 59 年３月の国民年金保険料については、時

効期間に納付され、充当の対象となる未納月が無いため還付されていること

がオンライン記録及びＡ町の国民年金被保険者名簿により確認でき、これら

の記録の信憑
ぴょう

性を疑わせる事情も見当たらないことから、申立人の当該申立

期間に係る保険料が納付されていたものとは認め難い。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 59年４月から 60 年 12月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められる。 



熊本国民年金 事案 508 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52 年９月から 54 年２月までの期間、54 年８月から 57 年３

月までの期間、58年７月から同年 12月までの期間及び 60年１月から同年 12

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52年９月から 54年２月まで 

             ② 昭和 54年８月から 57年３月まで 

             ③ 昭和 58年７月から同年 12月まで 

             ④ 昭和 60年１月から同年 12月まで 

    昭和 62 年当時、Ａ市の国民年金課の職員に、国民年金保険料の未納期間

があるので、厚生年金保険の被保険者期間と重複している 62 年６月から同

年８月までの３か月分の保険料を申立期間の保険料として充当するよう要

請したが、充当されないまま推移した。その後、昭和 62 年６月から同年８

月までの３か月分の保険料が平成 18年９月になって還付された。 

    厚生年金保険の被保険者期間であった昭和 62 年 10 月分の国民年金保険

料は 61年２月の保険料として 62年 12月に充当処理されている。 

    昭和 62 年当時、62 年６月から同年８月までの国民年金保険料を充当し

なかったのは、Ａ市及び社会保険事務所（当時）の怠慢であり、長期間経

過後の還付処理については時効により認められないので、還付処理を取り

消し、当該３か月分の保険料を申立期間に充当すべきである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 62 年当時、Ａ市の窓口で、国民年金保険料の未納期間があ

るので、厚生年金保険の被保険者期間と重複している 62 年６月から同年８月

までの３か月分の保険料を申立期間の保険料として充当するよう要請したと

主張しているが、Ａ市及び社会保険事務所が申立人に係る 62 年６月から同年

８月までの厚生年金保険被保険者資格記録を確認していたとしても、その当



時、当該３か月分の国民年金保険料については、申立期間④は未加入期間で

あることから充当できない上、申立期間①、②及び③についても時効により

保険料の充当処理は出来なかったものと考えられることから、当該３か月分

の保険料の還付記録を取り消し、申立期間の保険料の一部に充当することは

認め難い。 

   また、オンライン記録によれば、昭和 62 年６月から同年８月までの期間に

ついては、平成 18 年９月に厚生年金保険の資格記録を追加したことにより、

当該期間の国民年金保険料の還付が生じたものであることから、当該還付処

理に不自然な点は見られない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



熊本国民年金 事案 509（事案 280の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38 年７月から 39 年３月までの期間、39 年４月から同年９月

までの期間、40 年１月から 41 年３月までの期間、41 年 10 月から 42 年３月

までの期間、43 年４月から 44 年３月までの期間、45 年１月から同年３月ま

での期間、46 年４月から 47 年６月までの期間、48 年 10 月から 49 年９月ま

での期間、50年１月から 52年３月までの期間、52年７月から 53年３月まで

の期間及び 53 年７月から 55 年３月までの期間の国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年７月から 39年３月まで 

             ② 昭和 39年４月から同年９月まで 

             ③ 昭和 40年１月から 41年３月まで 

             ④ 昭和 41年 10月から 42年３月まで 

             ⑤ 昭和 43年４月から 44年３月まで 

             ⑥ 昭和 45年１月から同年３月まで 

             ⑦ 昭和 46年４月から 47年６月まで 

             ⑧ 昭和 48年 10月から 49年９月まで 

             ⑨ 昭和 50年１月から 52年３月まで 

             ⑩ 昭和 52年７月から 53年３月まで 

             ⑪ 昭和 53年７月から 55年３月まで 

    前回申し立てたときには見つからなかった国民年金保険料の納入カード

が実家から見つかったので、資料として提出する。この納入カードは集金

人が使用していたもので、申立期間の保険料については「納付済」の印が

押されている。昭和 55 年１月から同年３月までは「納付済」の印が漏れて

いるが、何かのミスだと思う。 

    なお、申立期間②、③及び⑤は申請免除期間とされているが、国民年金

保険料の免除申請はしたことはないと思うので、今回、申立期間に追加し

たい。 



    申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す資料なので、年金記録

を訂正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間（申立期間②、③及び⑤を除く。）に係る申立てについては、申

立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿等）が無

く、納付した保険料額についての申立人の記憶はあいまいで、保険料の納付

状況が不明である上、申立人の妻の保険料の納付状況を見ると、申立人とほ

ぼ同時期に未納期間や申請免除期間があるなど、申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらないとして、既に当委員会の

決定に基づく平成 21 年１月 2８日付け年金記録の訂正は必要でないとする通

知が行われている。 

   申立人が、申立期間に係る国民年金保険料を納付したことを示す資料とし

て新たに提出した昭和 47 年度分を除く昭和 36 年４月から 55 年３月までの

「国民年金保険料納入カード」の記載内容を見ると、55 年１月から同年３月

までの３か月を除き、同納入カードの「取扱者」及び「役場」の欄にまたが

って、すべて「納付済」のゴム印が朱色で押されているが、本来、「取扱

者」欄には取扱者（集金人）の認印を押し、「役場」の欄には当時の町役場

の担当者が集金人から保険料を受領し収納を確認した旨を書き込む欄である

と想定されることから、当該納入カードのゴム印の押印状況には不自然さが

見られるほか、当該納入カードには国民年金保険料額がすべて手書きで記載

されているが、保険料額が実際の保険料額と相違する期間が、保険料額が記

載されている 213か月のうち 68か月見られるなど不自然な記載が認められる

ことから、申立期間の保険料納付を示すものであるとは認め難く、その他に

委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立

人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



熊本厚生年金 事案 313 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60年 10月 21日から 61年４月 11日まで 

             ② 昭和 61年 10月 29日から同年 11月６日まで 

    私は、昭和 60年 10月 12日から 61年４月 11日まではＡ社から派遣され

てＢ事業所に勤務し、61 年５月７日から同年 11 月６日まではＣ社から派

遣されてＤ事業所に勤務していたが、申立期間については厚生年金保険の

被保険者期間が確認できなかったので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人がＡ社に在籍していたことは、雇用保険の加

入記録から確認できる。 

   しかし、Ａ社は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料が給与から控除

されていた事実を確認できる資料を保管しておらず、当時の事業主及び申立

人が記憶する取締役は既に死亡している上、申立期間当時、申立人と同じ派

遣先の事業所に勤務していた複数の同僚は、申立人を記憶しておらず、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除に関する証言を得ることができ

ないことから、申立人が申立期間において厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認することができない。 

   また、申立期間当時、申立人と同じ派遣先の事業所において期間雇用者の

採用を担当していた同僚は、「当時、期間雇用者の中には、雇用保険には加

入しても厚生年金保険には加入しない者もいた。」と証言している。 

   さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票には、申立期間に

申立人の氏名の記載が無く、整理番号に欠落は無いことが確認できる上、同

原票に記録されている申立人に係る「証返納年月日」欄に「60.11.16」と記



録され、その右側の「返納」に○が付されていることから、健康保険被保険

者証の返納日が申立人に係る同社での資格喪失日（昭和 60年 10 月 21日）の

後となっていることが確認できる。 

   加えて、申立人は当該期間について、国民年金に加入し国民年金保険料を

納付していることが確認できる。 

   申立期間②について、Ｃ社が保有する採用者名簿から、申立人の同社での

契約満了日が昭和 61年 10月 20日、退社日が同年 10月 28日と記載されてい

ることから、申立人が申立期間には同社に勤務していなかったことが確認で

きる。 

   また、Ｃ社の事務担当者は、「申立人は臨時雇用者で、契約期間が過ぎた

ため、昭和 61年 10月 28日に退職してもらった。」と証言している。 

   さらに、申立人と同じ派遣先の事業所に勤務していた複数の同僚は、申立

人を記憶しておらず、申立人の保険料控除等に関する証言を得ることができ

ない。 

   加えて、申立人のＣ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、雇用保険の

被保険者記録と一致する上、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票

には、申立期間に申立人の氏名の記載が無く、整理番号に欠落は無いことが

確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



熊本厚生年金 事案 314 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年１月 11日から同年 10月７日まで 

             ② 昭和 51年２月 26日から同年 10月１日まで 

    Ａ社からＢ社に転職したが、次の仕事を見つけてから退職したので一日

も空いているはずはなく、申立期間①についてはどちらかの会社に在職し

ていたはずである。次に申立期間②の、Ｂ社からＣ事業所に転職したとき

も、同様にどちらかの会社に在職していたはずであるので、両期間ともに

厚生年金保険被保険者であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ａ社及びＢ社に係る雇用保険の加入記録は確認でき

ない上、両社に係る同僚は、申立人の勤務期間を記憶していないことから、

申立人が申立期間について、Ａ社又はＢ社に勤務していた事実を推認するこ

とができない。 

   また、申立期間①のＡ社及びＢ社は、既に厚生年金保険の適用事業所では

なくなっており、両社の事業主も既に死亡していることから、両社及び両社

の事業主から申立てに係る事実を確認できる関連資料や証言を得ることがで

きない。 

   さらに、申立期間①のＡ社及びＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿及び同原票に申立人の氏名の記載は無く、整理番号に欠落は無い。 

   申立期間②について、Ｂ社及びＣ事業所に係る雇用保険の加入記録は確認

できない上、申立人に転職先としてＣ事業所を紹介した同僚の証言によれば、

申立人が申立期間の一部について同社に勤務していたことは推認できるもの

の、勤務期間を特定することはできないことから、申立人が申立期間につい

て、Ｂ社又はＣ事業所に勤務していた事実を推認することができない。 



   また、申立期間②のＢ社及びＣ事業所は、既に厚生年金保険の適用事業所

ではなくなっており、両社の事業主も既に死亡又は連絡先不明であることか

ら、両社及び両社の事業主から申立てに係る事実を確認できる関連資料や証

言を得ることができない。 

   さらに、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票には、健康保険被

保険者証を社会保険事務所（当時）に返納した日付を示す「証返納日 51.２．

26」、及び継続療養していたことを示す「55 条該当」と記載されていること

が確認できる上、申立期間②に係るＢ社及びＣ事業所の健康保険厚生年金保

険被保険者原票に申立人の氏名の記載は無く、整理番号に欠落は無い。 

   加えて、Ｃ事業所の同僚二人は、申立期間当時、同社では入社後３か月ぐ

らいの試用期間があった旨を証言しており、このほか、申立人の申立期間に

おける厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



熊本厚生年金 事案 315 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：昭和 31年９月１日から 32年９月１日まで 

    申立期間については、Ａ社Ｂ事業所に期間従業員として勤務した。申立

期間について厚生年金保険被保険者であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間においてＡ社Ｂ事業所に期間従業員として勤務したと

主張しているところ、同社においては、Ｃ市に所在していた関係事業所はＤ

事業所であると回答しており、同事業所での同僚の証言により、期間の特定

はできないものの、申立人が同事業所に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、社会保険事務所（当時）から提出された、申立期間に係るＡ社Ｄ

事業所の厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の氏名の記載は確認で

きない上、申立人が氏名を挙げた同僚３人についても、氏名の記載は確認で

きない。 

   また、Ａ社Ｄ事業所の担当者は、「申立人は臨時工であったと思われるが、

昭和 35 年４月以前採用の臨時工で厚生年金保険被保険者資格を取得している

者は確認できなかった。また、申立期間について、正規社員の厚生年金保

険・健康保険の加入記録を保管しているが、申立人の加入記録は確認できな

かった。」と回答している。 

   さらに、同僚の証言により、申立期間当時、Ａ社Ｄ事業所では、臨時工に

ついては入社後の勤務状況から判断して正社員への採用の打診があり、本人

の同意があれば正社員として登用する仕組みがあったと推認されるところ、

申立人は「入社後 10 か月ほどして会社から正社員にならないかと言われたが、

断った。」と証言している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認



できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



熊本厚生年金 事案 316 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年 10月 21日から 59年９月 21日まで 

    Ａ社に勤務した申立期間について厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間において同社に勤務していたことは間違いないので、厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び同僚の証言から、申立人が申立期間においてＡ社

に勤務していたことが確認できる。 

   しかし、Ａ社の元事業主は、｢前社長から経営を引き継いだが、当時は経営

状態が悪く、社会保険の適用は必ずしも法定どおりには行われておらず、未

加入者が多かった。｣と証言している上、元経理担当者は、「会社の方針で社

会保険の取扱いは一律ではなく、身分によって未加入者があった。また、社

員になる前は一定の試用期間があり、その間は厚生年金保険には加入させず

保険料を控除していない。｣と証言しており、同社の複数の同僚は、同社にお

いて、正社員になる前に見習期間があった旨証言していることから、同社で

は入社後、必ずしもすべての従業員を厚生年金保険に加入させてはいなかっ

たことがうかがえる。 

   また、Ａ社は既に廃業しており、元事業主は、申立期間当時の賃金台帳等

を保管しておらず、申立期間に係る申立人の厚生年金保険料の控除の事実を

確認することができない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



熊本厚生年金 事案 317 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年６月１日から 15年６月１日まで 

    私は、平成 12 年６月から 15 年５月末日までＡ社に勤務していたが、申

立期間については厚生年金保険の被保険者期間が確認できなかったので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＡ社が保管する労働者名簿により、申立人が平成

12 年６月 28 日から 15 年４月 30 日まで、Ａ社に勤務していたことは確認で

きる。 

   しかし、Ａ社の事務担当者は、「当社は、採用した従業員から厚生年金保

険への加入の希望がない場合は厚生年金保険には加入させておらず、申立人

からは特に希望がなかったため、厚生年金保険には加入させていない。」と

証言している上、申立人が保有している平成 13年６月分から 14 年 12月分ま

での給与支給明細書により、申立人の給与から厚生年金保険料が控除されて

いないことが確認できる。 

   また、申立人は、申立期間を含む平成８年２月から 19 年９月まで国民年金

及び国民健康保険に加入し、国民年金保険料を納付していることが確認でき

る。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 


